








第１章 計画策定にあたって 

 １ 計画策定の趣旨 

  上天草市では、2008（平成20）年3月に「上天草市男女共同参画推進計画」、201３

（平成 25）年 3月に「第２次上天草市男女共同参画推進計画」、2018（平成 30）年 9

月に「第3次上天草市男女共同参画推進計画」を策定し、男女共同参画の取組みを進めて

きました。 

  しかし、男女共同参画社会の実現にはまだまだ多くの問題点や課題が残されており、こ

れらの問題や課題に対応するため、継続して取り組んでいく必要があります。 

  本計画では、「上天草市第2次総合計画」を上位計画とし、「第3次上天草市男女共同参

画推進計画」を継承しつつ、令和３年度に実施した「男女共同参画に関する市民アンケー

ト調査」の成果と課題を踏まえ、さらなる男女共同参画社会の実現に向けて「第4次上天

草市男女共同参画推進計画」を策定するものです。 

 ２ 計画の位置付け 

  この計画は、国の「男女共同参画社会基本法」第14条第3項及び「上天草市男女共同

参画社会推進条例」第11条第1項に基づく計画であり、国の「第5次男女共同参画基本

計画」及び「第 5 次熊本県男女共同参画計画」等との整合を図り、「上天草市第 2 次総合

計画」で位置づけた男女共同参画社会づくりを具体化するための計画です。 

本計画は、平成20年に策定された「上天草市男女共同参画推進計画」の第4次計画で

あり、社会情勢の変化、上天草市男女共同参画社会推進審議会・上天草市男女共同参画社

会推進会議・上天草市男女共同参画社会推進プロジェクトチームの協議、アンケート調査

の結果及び第3次計画の成果・課題などを踏まえて策定したもので、男女共同参画社会の

実現に向けた総合的な施策の指針となるものです。 

また、本計画の基本方針Ⅱ「安心して暮らせる環境づくり」②パートナーに対するあら

ゆる暴力の根絶は、「ＤＶ防止法」第2条の3第3項に基づく「市町村基本計画」（ＤＶ対

策基本計画）として位置づけます。 

さらに、本計画の基本方針Ⅲ「あらゆる分野での男女共同参画の促進」は、「女性活躍推

進法」第6条第2項に基づく「市町村推進計画」として位置づけます。 
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 ２ 国・県・市の動き 

   （１）国の動き 

  1999（平成 11）年、「男女共同参画基本法」が制定されました。この法律によって、

「男女共同参画社会の実現は 21 世紀の我が国社会にとっての最重要課題」と位置付けら

れ、2000（平成12）年には、基本法に基づき「男女共同参画基本計画」が策定されまし

た。2001（平成 13）年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」

（DV防止法）の制定、2015（平成27）年には「女性活躍推進法」が公布され、地方公

共団体においては「推進計画（協力義務）」及び数値目標を持った「特定事業主行動計画」

の策定が義務づけられました。 

2018（平成 30）年には、5 月に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法

律」、７月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立し、女性

活躍を推進するための法制度の整備が行われました。 

2020（令和2）年には、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」、「性犯罪・

性暴力対策の強化の方針」が定められ、暴力（ＤＶ）等の増加や深刻化に対する施策が講じ

られました。また、社会経済情勢の変化等を反映し、男女共同参画の推進を図るため、「第

5次男女共同参画基本計画」が策定されました。 

   （２）熊本県の動き 

  熊本県においても国の取組みを受けて、1977（昭和52）年に商工労働水産部労政課に

婦人行政担当窓口を設置し、県の指針となる計画の策定等が進められてきました。 

2001（平成13）年には「熊本県男女共同参画計画」（ハーモニープランくまもと21）

を策定、翌年2002（平成14）年には「熊本県男女共同参画推進条例」が施行、男女共同

参画センターの開設など、男女共同参画社会づくりのための推進体制整備を積極的に進め

てきました。 

201５（平成27）年には、「第4次熊本県男女共同参画計画」及び「熊本県女性の活躍

推進計画を策定し、さらなる男女共同参画社会づくりを推進しています。 

2021（令和 3）年には、これまでの成果や課題、熊本地震や豪雨災害の経験からの防

災・復興分野における男女共同参画の推進、新型コロナウイルス感染症拡大などによる社

会情勢の変化を踏まえ、「男女が互いを尊重し支えあう、多様性に富んだ持続可能な社会の

実現」を基本目標とした、「第5次熊本県男女共同参画計画」を策定し、男女共同参画社会

の実現に向けた取組を推進しています。 

   （３）上天草市の動き 

  2004（平成 16）年 3 月 31 日の合併以降、男女共同参画社会の実現に向けて取組み

を進めています。 

庁内機関として、2004（平成16）年には、関係各課の職員をメンバーとした「男女共

同参画プロジェクトチーム」を設置し、県との共催行事「男女共同参画フォーラム in上天
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